
部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について 
 

昭和 59 年３月 28 日  

改正令和５年６月 13 日  

改正令和６年７月１日  

鳥取県生活環境部くらしの安心局  

住宅政策課  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取扱い】 

令和６年３月29日国住指第434号及び国住街第160号の通知（以下「通知」という。）に基づき、新築

又は増築する場合にあって、１の建築物の２以上の部分を防火規制上の別棟と扱う場合には火熱遮断

壁等で区画することが原則であるが、これまで昭和26年３月６日住防発第14号の標記の通達並びに昭

和59年３月28日（改正令和５年６月13日）の標記の県の取扱いを適用した建築物については、既存不

適格建築物の増築等において、特定行政庁の判断により引き続き別の建築物として取り扱うことは可

能である。なお、本通知の趣旨に鑑み当該建築物の接続部についても必要な性能を確保するよう適宜

指導を行うこと。 

 （令和６年３月 29 日国住指第 434 号及び国住街第 160 号の通知 抜粋） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
【参考：旧取扱い】 

部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について 

昭和 59 年３月 28 日 
改正令和５年６月 13 日 

鳥取県生活環境部くらしの安心局 
住まいまちづくり課 

昭和26年３月６日住防発第14号の標記の通達は、新築、増築、改築及び、既存不適格建築物の増築

に適用できるものとする。 

 

 
住 防 発 第 1 4 号 

昭和 26 年３月６日 

建設省住宅局建築防災課長から各都道府県建築主務部長あて 

通達 

部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について 

 

建築基準法及び同法施行令中建築物の１棟の延べ面積の規模に応じて適用される規定の運

用については、棟の解釈について疑義があるが主要構造部を耐火構造とした建築物の部分(以

下耐火構造の部分という。)と主要構造部の全部又は一部を木造とした建築物の部分(以下木

造の部分という。)とが相接して一連になっている場合(上下に接続する場合を除く。)は、構

造的に別棟とみなすことができるので一応建築基準法令の規定の適用については、左記のよ

うな条件に適合している場合に限ってこれらをそれぞれ別棟のものと解釈できることとする。 

一 木造の部分と耐火構造の部分とが相接する境界は耐火構造の壁又は煙感知器と連動して

自動的に閉鎖する構造の甲種防火戸とすること。 

二 木造の部分とその他の木造の部分とは、延焼防止上有効に３ｍ以上の距離を有し、且つ、

お互に防火上有効に遮断されていること。 

 

例えば、左図〔下図〕の場合においては、１棟 650 ㎡としないで 300 ㎡の部分が２棟と 50

㎡の部分が１棟と合計３棟とみなすことによって、耐火構造に関する規定は、大分緩和され

ることとなる。但し、この解釈によってこれらを別棟とみる場合は、法第６条、第 24 条、第

27 条その他の規定は、勿論別棟として適用されることとなり、特に施行令中の避難の規定の

適用については、或は令第 117 条の規定により適用の緩和が起り又は第 120 条、第 129 条の

規定の適用が強化される等在来の取扱いと異ってくるのでこれらの点については、特に留意

を要する。 

 


